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平 成 ２１ 年 ２ 月 



１ 国の経済、財政の状況 
我が国の経済は、アメリカにおける金融不安に端を発した世界同時不況によ

り、内需、外需ともに厳しい状況が続くが、「安心実現のための緊急総合対策」、

「生活対策」及び「生活防衛のための緊急対策」による効果が見込まれるとと

もに、平成 21 年度後半には民間需要の持ち直しなどから低迷を脱していくこ

とが期待されています。 

一方、国の財政事情は、公債依存度が 30.6％に及び、国・地方を合わせた長

期債務残高が、主要先進国中最悪の水準であるなど、極めて深刻な状況にあり、

国・地方の基礎的財政収支を平成 23 年度までに、黒字化させるために努力す

るとしています。しかし、歳入環境が急速に悪化している状況も念頭に置き、

国民生活と日本経済を守ることを最優先し、必要な対応を図ることとしていま

す。 

また、国の平成 21 年度予算編成にあたっては、「経済財政運営と構造改革に

関する基本方針 2006」等に基づき、財政健全化に向けた基本的方向性を維持し

つつ、重要課題推進枠の活用などにより予算配分の重点化を行うとともに、世

界の経済金融情勢の変化を受け、国民生活と日本経済を守るべく、「生活対策」

に盛り込まれた内需拡大と成長力強化等に向けた税制上の措置とあわせ、状況

に応じて機動的かつ弾力的な対応を行うとされています。 

 

２ 地方財政の現状と課題 
現下の地方財政は、景気後退等に伴い地方税収入や地方交付税の原資となる

国税収入が急激に落ち込む中、社会保障関係経費の自然増や公債費が依然とし

て財政運営を圧迫していることなどから、財源不足が大幅に拡大するものと見

込まれています。 

このような状況の中、地方財政対策においては、安定的な財政運営に必要な

地方交付税及び一般財源の総額を確保することを基本として、「基本方針 2006」

等に沿って、国の歳出予算と歩を一にして、定員の純減・給与構造改革等によ

る給与関係経費の抑制や地方単独事業費の抑制を図ることとする一方、「生活

防衛のための緊急対策」を踏まえ、雇用創出等のための地方交付税を 1兆円増

額するとともに、地方財政計画の歳出を増額するものとしています。 



また、平成 21 年４月 1日より、「地方公共団体財政健全化法」が全面的に施

行され、平成 20 年度決算から適用されることを踏まえ、一般会計や公営企業

会計等の状況について、収支、経営状況等を適切に把握し、財政状況を全体と

して的確に分析した上で、総合的な財政健全化に取り組むものとしています。 

さらに、地方公会計制度における整備についても、平成 21 年度までに一定

の資産評価を行った上で財務書類を整備し、資産・債務改革に向けた取り組み

を必要としています。 

 

３ 本市の財政状況 
本市における平成 19 年度普通会計決算では、人件費、扶助費等の社会保障

関係経費、長期借入金にかかる償還金など義務的経費が高い水準で推移し、経

常収支比率は 93.2％で、前年度に比べ 3％上昇しており、財政構造の硬直化が

さらに進行していると言えます。 

公債費については、普通会計における平成 19 年度末現在高は約 1,042 億円に

のぼり、公債費負担の軽減を図る取り組みとして、公的資金の一部において、

借換えを進めているものの、平成 24 年度まで、毎年 100 億円を超える元利償

還金が必要となります。 

また、特別会計等の全ての会計を含む公債費の負担割合を示す実質公債費比

率は 13.4％となっており、この指標が上昇することは、財政運営を圧迫するだ

けでなく、地方債発行も制限されることにつながり、今後、計画的な借入れに

努める必要があります。 

このような状況の中、財源不足を補う財政調整基金の平成 20 年 12 月補正予

算後の現在高は約 96 億円であり、今後、災害時等の不測の支出増加に対応し

ていくためにも一定額の確保を図る必要があり、取り崩しについては、必要最

小限にとどめていかなければならないと考えています。 

また、「地方公共団体財政健全化法」の施行により、平成 19 年度決算から公

表が義務付けられた財政 4指標（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債

費比率・将来負担比率）については、いずれも早期健全化基準の範囲内となり

ましたが、今後も、当該指標の動向を注視し、健全な財政運営に努めていく必

要があります。 



 

４ 平成２1 年度予算編成の基本方針 
平成 21 年度の予算編成にあたっては、世界的な経済情勢の悪化に伴い、市

内企業の経営状況や、雇用情勢など市民生活に多大な影響があることを念頭に

おき、国の「平成 21 年度予算編成の基本方針」を踏まえ、更なる歳入確保や

歳出削減、積極的な制度・施策の見直しを図ることが必要と考えています。 

極めて厳しい経済情勢の中、歳入の根幹となる市税は、法人市民税の大幅な

減収が見込まれ、一方、少子高齢社会における社会保障関係経費の増や公債費

負担が依然として高い水準にあることから、引き続き厳しい財政運営を強いら

れることとなります。 

こうした市政のおかれている現状を踏まえ、本市の重要課題における取り組

みについては、新最終処分場や新斎場の整備、また、小中学校・幼稚園などの

公共施設の耐震化を早期に進めていく必要があります。さらに、国の平成 20

年度補正予算（第 2号）を踏まえ、地域の実状に応じた適切な対策として、本

市の平成 20 年度補正予算（第 7 号）で対応する「地域活性化・生活対策」へ

の取り組みを、平成 21 年度当初予算と一体的にとらえた予算として、事業の

推進を図っていきます。 

厳しい財政状況下にあっても、住民本位の行政サービスの確保を念頭に着実

な事業の推進を図り、総合計画に掲げる「環境と共生し、心豊かで元気あふれ

る美しい県都」を目指し、「5つの目標別計画」、「重点プログラム」への取り組

みを確実なものとする予算編成とします。 

 

 

 

 

 


